
現状 課題

1 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

①企業誘致強化プロ
ジェクト

・企業の動向・ニーズの把握など情報
収集の強化

企業誘致対策事業 商工振興課
県などの関係機関と連携を図り、企業情報を収集し、工場用
地の紹介並びに補助金制度をＰＲし、企業誘致活動を展開
している。

関係機関と連携を図り、企業の設備投資等の状況把握につ
いて、常にアンテナを張っておく必要がある。

引き続き、関係機関と密接に連携するとともに、企業情報の
収集を図り、積極的な企業誘致活動を行う。

2 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

①企業誘致強化プロ
ジェクト

・受入環境を整えるための用地の調査
や確保への取組

企業誘致対策事業 商工振興課
県の所有する団地はあるが、本市の所有する分譲可能な工
業団地は少ない状況にある。

企業から工業団地の問合せがあった際、紹介できる工業団
地が少ない。　また、本市の所有する団地がないと、近隣市
町村との競合時に不利である。

企業が立地しやすい環境の工業団地の場所の選定・整備を
進める。

3 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

①企業誘致強化プロ
ジェクト

・進出環境を整えるための土地取得や
設備投資及び地元雇用を促進するた
めの制度拡充

企業立地支援事業 商工振興課
より競争力のある企業誘致活動を展開する必要から、土地
取得及び雇用促進に対する補助金の制度拡充を図った。

企業のニーズに沿った制度の拡充について、状況に応じ検
討する必要がある。

事業の対象業種や補助内容等について、必要に応じ見直し
を行う。

4 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

①企業誘致強化プロ
ジェクト

・立地企業との連絡調整や企業間の
交流機会の充実

企業誘致関係各種
協議会等参画事業

商工振興課

霧島市の誘致企業等相互の情報交換や相互協力、異業種
間の交流等を図るため、年１回、市主催で誘致企業等交流
会を開催している。

市主催の誘致企業等交流会への参加企業数については、
誘致企業の４割程度であり、参加企業を増やす必要があ
る。

霧島市誘致企業等交流会については、内容を工夫するとと
もに、企業訪問時に交流会への参加を周知し、多くの誘致
企業の参加のもと、企業間の交流を図る。

5 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

②地場産業・新規創業
への支援

・創業支援センターと創業支援ネット
ワーク参加団体による一体となった創
業支援

─ 商工振興課

創業希望者に対する相談窓口として、創業支援センターを
商工振興課内に設置しており、創業に関する相談件数は
年々増加している。

創業支援センターを設置し、創業希望者が抱える様々な悩
みを市の窓口で対応することとしているが、市役所には専門
職員は不在であり、また、複式簿記等の経理関係について
も知識がないことから、相談内容に応じた十分な対応ができ
る状況ではない。また、従来の創業支援のみならず、創業に
対する市民の理解及び関心を深めるため、創業の普及啓発
に関する取組も実施していく必要がある。

現体制の創業支援センターでは、関係機関の紹介など、そ
の支援内容は限定的である。そのため、創業支援ネットワー
クに参加いただいている関係団体等の役割を再整理し、創
業希望者への適切なアドバイスや情報提供及び関係機関の
紹介などを円滑に行えるよう体制の見直しが必要である。

6 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

②地場産業・新規創業
への支援

・中小零細企業の活性化を図るための
振興会議の創設

商工業振興総務管
理事務事業

商工振興課

中小零細企業振興条例に基づき、中小零細企業振興会議
を設置している。平成29年度までに９回の会議、３回の部会
を開催し、中小零細企業に対する支援策等について提言を
いただいた。

振興策等についての提言に基づき、実践可能な事業から順
次取り組みを検討していく必要があるが、予算を伴うものに
ついては、限られた予算の中でその全てを実施することは難
しい。

平成30年度から新たに委員を委嘱して会議を開催し、事業
の振り返りや新規事業についての評価検討を行う。また、重
要な課題等に対しては、専門部会を開催しその課題解決を
図るための検討を行う。

7 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

②地場産業・新規創業
への支援

・地場産業の活性化と新規創業を支援
する制度の創設

新規創業・第二創業
促進支援事業

商工振興課

平成29年度は、空き店舗等ストックバンクへの登録物件を活
用した新規創業者に対する家賃補助制度を実施した。

空き店舗等の活用支援策の継続した実施が必要である。 空き店舗等の更なる活用促進及び新規創業者への支援策
として、継続して実施していく。

8 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

②地場産業・新規創業
への支援

・ハローワークとの連携による人材確
保、育成支援

─ 商工振興課
鹿児島労働局との雇用対策協定に基づき、部署横断的に連
携して雇用対策に取り組んでいる。

有効求人倍率が継続して１.00倍を超える状況が続き、中小
企業を中心に雇用の確保が難しくなってきている。

ハローワークをはじめ、関係機関と更なる連携強化を図る。

9 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

③新産業の創出
・鹿児島工業高等専門学校及び第一
工業大学等における共同研究・開発の
促進

─ 下水道課

鹿児島工業高等専門学校が、平成29年11月から国の事業
を導入し、実施している応用研究｢きのこ生産を核とした下水
道資源のカスケード利用システムの構築｣について、市が研
究の共同体の一員として平成30年度まで下水道汚泥の提
供で協力を行っている。

研究共同体の代表である鹿児島工業高等専門学校は、研
究を主としており、企業創出及び地域における下水道資源
の活用において、今現在地域内で当該研究内容を具体的に
活用する方策は見出せていない。また、研究の主となる農
産物が地域になじまないことなどの課題がある。

平成30年度応用研究完了後は、地域経済への影響や下
水処理汚泥の処理費用削減の可能性は低いが、一部汚泥
の提供は引き続き実施する。

鹿児島高専と第一工大と
は包括連携協定を締結し
ている。（高専：H27.3.31、
第一工大：H27.4.10）

10 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

③新産業の創出
・かごしま産業支援センター、鹿児島
工業技術センターとの連携

商工振興課
企業からの要請に応じて、かごしま産業支援センター、鹿児
島工業技術センターを紹介している。

新産業の創出に向けて連携ができていない。 新産業創出に向けた連携について検討が必要。

11 Ⅰ
①「強み」を活かした企
業の誘致「連携」から
創造する産業育成

③新産業の創出
・企業間の交流・連携強化による新商
品・技術開発、販路開拓等の推進

─ 商工振興課

現在、企業間連携の事業について、特別な取組は行ってい
ない。

市内の企業情報を把握しきっておらず、企業間連携検討に
対し必要な情報提供が十分に行えていない。

市内企業の情報収集等を行い、企業間連携に対して必要な
情報提供が出来る体制の構築が必要。

12 Ⅰ
②「強い」農林水産業
の育成「稼ぐ」農林水
産業の創造

①農林水産業の経営
基盤強化

・ほ場整備や農地集約による生産現場
の強化

農地中間管理事業
農政畜産課

耕地課
農業委員会

ほ場整備については、県営事業などを活用し進めている。農
地集約については、農地中間管理機構事業等により推進を
図っている。

農地中間管理事業により農地の集約等を図っているが、取
り組み集落、団体等が少ない。

引き続き県営事業の活用や農地中間管理事業により農地
の集約化を図る。

13 Ⅰ
②「強い」農林水産業
の育成「稼ぐ」農林水
産業の創造

①農林水産業の経営
基盤強化

・新規就農や経営能力を高めるための
支援

青年就農給付金事
業
林業就労改善推進
活動支援事業

農政畜産課
林務水産課

（農）農業従事者の減少・高齢化が進んでいるため、関係機
関等が連携して、新規就農相談への対応や青年等就農計
画の作成支援、農業次世代人材投資事業を始めとする各種
補助事業・制度資金の導入支援を行っている。

(林）就労支援として「緑の雇用」等、国庫補助事業等の導入
を促すとともに、市独自で経営向上に向けた支援を行ってい
る。

（水）水産業へのソフト・ハード面での経営支援に努めている
が、台風等の自然災害の影響を受けやすいことに加え、全
国的な燃油高騰や魚価安等により経営環境も厳しいことか
ら、新規就農者が確保できない状況にある。

（農）農業従事者の減少・高齢化に歯止めがかからないた
め、新規就農者の確保・定着のための支援をさらに強化して
いく必要がある。

（林）林業就業者の高齢化や減少に加え、林業は全産業分
類の中で最も労働災害発生率が高いことから、林業従事者
の福利厚生の充実、技術、技能の向上及び労働安全衛生
対策の更なる充実を図る必要がある。

（水）水産業従事者の減少や経営環境の悪化により生産量
も減少傾向にあることから、協業化や複合経営の推進により
所得向上を図り、新規参入を促す必要がある。

（農）関係機関等との連携を強化し、新規就農者の確保・定
着のための支援を強化する。

(林）森林施業プランナー等の実践力向上を支援することに
より、経営能力を高め、就業者の処遇の向上につなげてい
く。

（水）水産業の経営改善に必要な支援を行い、就業者の所
得拡大や雇用管理体制の充実により、人材育成や新規就
労等の確保を図る。

「霧島市ふるさと創生総合戦略」の推進に係る現状と課題等に関する整理表
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現状 課題

総合戦略の該当箇所 関連事業 総合戦略と関連事業の整理

現状と課題
今後の方針等 備考No

基本
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14 Ⅰ
②「強い」農林水産業
の育成「稼ぐ」農林水
産業の創造

①農林水産業の経営
基盤強化

・林業・水産業分野における労働力の
確保

林業就労改善推進
活動支援事業

林務水産課

（林）森林が成熟し、皆伐が増加しており、市も県・森林組合
と連携して、再造林の推進に努めているが、森林整備の主
体となる森林組合等林業事業体の労働力も、高齢化等によ
り減少しており、実施すべき施業量に対して労働力が不足し
ている。

（水）水産業へのソフト・ハード面での経営支援に努めている
が、台風等の自然災害の影響を受けやすいことに加え、全
国的な燃油高騰や魚価安等により経営環境も厳しいことか
ら、水産業就業者が減少傾向にある。

（林）林業における担い手を確保するため、現場技能班員の
新規雇用の促進、高能率作業班の育成を図り、魅力ある雇
用の場を創出する必要がある。

（水）協業化による共同利用機器導入や経営改善を図るとと
もに「獲る漁業」だけでなく「育てる漁業」への転換を進めるこ
とにより、漁業収入の向上を図る必要がある。

（林）林業技術研修への参加や社会保険・退職金への加入
促進により、林業技術者就労条件を改善するとともに、高能
率作業班の育成に努めるなど、林業労働力の確保に向けた
取組を推進する。

（水）持続可能な強い漁業経営を確保するために、引き続き
コストの削減に努めるとともに、また、養殖業の着業化を進
め、漁業収入の向上を図るための研究、ＰＲの支援を行う。

15 Ⅰ
②「強い」農林水産業
の育成「稼ぐ」農林水
産業の創造

①農林水産業の経営
基盤強化

・教育機関との連携による担い手育成
と学習機会の充実

農政畜産課
林務水産課

現在のところ教育機関との連携はできていない。 新規就農者等が何を求めており、どの教育機関とどのように
連携を図るかの検討を行う組織を立ち上げる必要がある。

庁内の関係機関と協議および新規就農者等へのニーズ調
査を行う。

16 Ⅰ
②「強い」農林水産業
の育成「稼ぐ」農林水
産業の創造

②農林水産業の稼ぐ
力向上プロジェクト

・霧島市の農林水産物等推奨品認証
制度の確立

農政畜産課
林務水産課

まずは市内の物産館に出荷している農林水産物について物
産館の長が推薦するものから本制度を実施する方向で準備
を進めており、各物産館の長へは制度の趣旨を説明し理解
を得たところである。（認証ロゴマーク、推薦基準等について
は作成済み）

出来るだけ多くの生産者に取り組んでもらえるよう広く制度
の周知を図るとともに、品物を購入する方々（市内外）への
PRも重要となってくる。また、物産館に出荷している農林水
産物について、物産館の長が推薦するものから制度を開始
することとしているが、今後制度をどのように広げていくか検
討が必要である。

庁内の関係機関や関係団体と連携しながら、本制度の目的
である霧島産の農林水産物として認知が高まるよう事業を
推進していく。

17 Ⅰ
②「強い」農林水産業
の育成「稼ぐ」農林水
産業の創造

②農林水産業の稼ぐ
力向上プロジェクト

・ＪＡや漁協、企業、教育機関等との共
同研究による新商品・新産品等の開発
や販路拡大

農政畜産課
林務水産課

福山町漁協においてはイワガキ、錦江漁協についてはアサ
リの養殖に取り組んでいる。市は施設整備の補助を行って
おり、ようやく一般販売を開始したところである。また、JAと
第一工業大学との産学官連携によって、霧島市産のしいた
けや霧島茶を原料とした「霧島さんちのグラノーラ」が開発さ
れ、販売を開始したところである。

産学官や農商工連携など、様々な業態や業種とのネット
ワークを築き、供給体制・加工ルート・ブランド化・パッケー
ジ・流通ルート・販路など総合的に推進する必要がある。
また、現在ブランド化に向け取組を行っているアサリやイワ
ガキは、一般販売を開始し、養殖技術は確立されつつある
が、生産規模が零細であり、ブランド化するためには、更な
る生産拡大を図る必要がある。

ＧＡＰ（農業生産工程管理）取得やブランド化など農林水産
物の付加価値向上の取得を推進するとともに、6次産業化や
農商工、産学官の連携などにより、市場ニーズにあった新商
品の開発、効果的なＰＲ、販路拡大の取組を実施していく。
また、現在ブランド化に向け取組を行っているアサリやイワ
ガキについては、生産技術の普及や必要となる生産基盤の
整備に努め、生産規模の拡大、生産量増加を促進する。

霧島産物等ＰＲ事業 農政畜産課

霧島農林水産物認証マークを作成した。 イベントが単発になりやすく、計画的な取り組みが必要であ
る。規模はともかく長くPR展開を継続することと、豊かな農産
物というエリアイメージ確立が必要である。

シティプロモーション推進Ｇと庁内の関係課間の連携を深め
イベント推進に向けた議論を深めていく。

水産まつり開催事業 林務水産課
市水産まつりを開催し、水産物のＰＲ、魚食の啓発、漁協や
市内水産会社による魚介類や水産加工品の販売を行ってい
る。

水産まつりの定期的な開催と魚食の啓発等により、消費拡
大が必要である。

関係団体と連携し、水産業振興に効果的なイベント開催・Ｐ
Ｒ展開に向けて検討を行う。

19 Ⅰ
②「強い」農林水産業
の育成「稼ぐ」農林水
産業の創造

②農林水産業の稼ぐ
力向上プロジェクト

・ジェトロとの連携強化による海外輸出
の促進

農政畜産課

産地パワーアップ事業をはじめ、各種補助事業を活用し、海
外輸出等の多様な茶業情勢に対応できるよう経営力の向上
を図った。
海外バイヤー招聘等の受入れを行い、意見交換や情報発
信を行った。

農薬残留・防疫等の手続きを個別農家で行なうのは難しい
ため、茶商等を通じて輸出を行なうことになるが、商品の末
端情報は生産農家に届きにくくなる。多様化する市場ニーズ
に対応し、有利な取引を進めるためには、様々な情報を取
得していく必要がある。

海外輸出等多様化する茶業情勢に対応できるよう、国・県等
の関係機関と情報を共有し、生産農家へ繋いでいく。

20 Ⅱ
①Ｉ・Ｊ・Ｕ移住天国霧
島魅力倍増計画

①おじゃんせ霧島ＰＲ
プロジェクト

・空港所在地である強みや自然・温泉・
食などを活かした、動画配信ツール等
によるＰＲの展開

霧島ＰＲ課
観光課や観光協会、農政畜産課等がそれぞれＰＲ活動を
行っている。

市全体のコンセプトにもとづいた一体的な情報発信が出来
ていない。

地方創生戦略プランにもとづき、一体的なプロモーションを
行うため,、庁内横断的な情報共有を行い、ターゲットを意識
した戦略的な情報発信の強化を図る。

21 Ⅱ
①Ｉ・Ｊ・Ｕ移住天国霧
島魅力倍増計画

①おじゃんせ霧島ＰＲ
プロジェクト

・ふるさと会など市外在住者への情報
発信による「人から人へ」の口コミ情報
発信

秘書広報課
霧島ふるさと会を開催。 口コミ情報発信に繋がる具体的な施策がない。 都市部の情報発信施設の積極的な活用や、ＨＰ、フェイス

ブック等を介したＰＲの推進。

22 Ⅱ
①Ｉ・Ｊ・Ｕ移住天国霧
島魅力倍増計画

①おじゃんせ霧島ＰＲ
プロジェクト

・官民一体となったシティプロモーショ
ンの展開

シティプロモーション
推進事業

霧島ＰＲ課

霧島市のファンを増やし、官民一体となってまちの魅力を磨
き、発信するため、褒め合うまちがコンセプトの「キリシマイ
スター制度」を実施している。

キリシマイスター制度のさらなる周知を図り、学校や企業、イ
ベント等を通じて、より多くの市民の参画によるシティプロ
モーションの推進が必要である。

キリシマイスターの定着化を図る中で、市民参加型の情報
発信の強化や、まちづくりに参加するキーマンの育成・ネット
ワーク化等に取り組み、交流人口及び移住人口の増を目指
す。

23 Ⅱ
①Ｉ・Ｊ・Ｕ移住天国霧
島魅力倍増計画

②おじゃんせ霧島支援
プロジェクト

・移住希望者へのやさしい、きめ細や
かな相談体制の確立

霧島ふるさと総務管
理事務事業

地域政策課

平成18年7月にＩ・Ｊ・Ｕターン者の移住・交流を促進するた
め、ワンストップ相談の専門窓口を設置し、平成29年度は、
年間700件を超える移住希望者の相談（電話・メール・来庁）
に応じている。

移住希望者からは、「仕事」と「住宅（空き家）」をはじめ、「子
育て環境（支援）」、「ネット環境」などに関する相談内容が多
い。これに対して、積極的な紹介ができていない。

本市では、移住者自身による住宅取得等に対し、支援制度
（補助金）の継続や積極的な情報発信に努める一方、具体
的な相談については、備考欄の関係課等との連携を密にす
る。

24 Ⅱ
①Ｉ・Ｊ・Ｕ移住天国霧
島魅力倍増計画

②おじゃんせ霧島支援
プロジェクト

・空き家を活用した補助事業や移住定
住促進事業の継続による支援

移住定住促進補助
事業

地域政策課

本市への移住者に対し、住宅取得（新築及び中古購入）や
増改築、賃貸等の支援を行うことにより、中山間地域の活性
化を図るとともに、市全域における人口増対策、空き家の有
効活用が図られている。

移住希望者の多くは、空き家の購入や賃貸といった安い物
件を望んでおり、特に中山間地域には多くの空き家が存在
するが、所有者自身の有効活用に対する意識が低い。（譲
渡する気がない、よそ者を受け入れないなど有効活用の意
識が低い。）

自治会長や地域住民等と連携を図りながら、空き家所有者
に直接、「空き家バンク」への登録を促進する。また、移住希
望者（空き家利用希望者等）に対し、民間の不動産事業者
等と連携を図りながら、空き家の情報提供を行う。

25 Ⅱ
①Ｉ・Ｊ・Ｕ移住天国霧
島魅力倍増計画

②おじゃんせ霧島支援
プロジェクト

・観光などを目的とした宿泊滞在から
移住に繋げるための取組

移住体験研修事業
（移住ＰＲ・体験事業）

地域政策課

年1～2回ではあるが、2泊3日の移住体験研修事業（農業体
験や既移住者宅訪問など）を実施している。
平成29年度は、シティプロモーション事業により、国分川原
をモデル地区として、長期滞在につながるモデルプランづくり
に向けた講座等を実施した。

観光客に対し、本市が移住を推進していることの情報発信
ができていない。

観光客の宿泊滞在先は、ホテル・旅館等が多いが、民泊等
により移住につながるよう関係課と連携を図る。
長期滞在・移住の受け入れ体制整備につながるような魅力
的な宿泊・体験モデルプランづくりを推進する。

26 Ⅱ
①Ｉ・Ｊ・Ｕ移住天国霧
島魅力倍増計画

②おじゃんせ霧島支援
プロジェクト

・農業体験など受入れ体制の確立に向
けた取組

移住体験研修事業
（移住ＰＲ・体験事
業）

地域政策課

年1～2回ではあるが、2泊3日の移住体験研修事業（農業体
験や既移住者宅訪問など）を実施している。

農業体験といっても、限られた時間内（2～3時間）における
「稲刈り体験」や「野菜収穫体験」等の体験のみである。
就農希望者に対応可能な本格的なメニューの設定など、移
住希望者の就業体系に応じた受け入れ先を発掘する必要
がある。

農家民泊ができる農家を発掘するため、関係課と連携を図
る。
市主催による移住体験研修事業ではなく、ＮＰＯ等民間団体
に実施してもらえるような取組を推進する。

27 Ⅱ
①Ｉ・Ｊ・Ｕ移住天国霧
島魅力倍増計画

②おじゃんせ霧島支援
プロジェクト

・官民協働による新たな移住定住施策
の展開

地域政策課

ボランティアで移住希望者のサポートをしていただける民間
の不動産事業者がいる。お互い協力しながら空き家等物件
情報の提供を行っている。

官民協働による移住者支援業者は1件だけである。 ＮＰＯ等民間団体との協力体制の整備を図る。

②「強い」農林水産業
の育成「稼ぐ」農林水

産業の創造

②農林水産業の稼ぐ
力向上プロジェクト

・物産館などと連携したイベント開催な
どによるＰＲの実施

18 Ⅰ

2



現状 課題

総合戦略の該当箇所 関連事業 総合戦略と関連事業の整理

現状と課題
今後の方針等 備考No

基本
目標

基本的な方向性 具体的な施策 想定される取組 関連事務事業等 担当課名

28 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

①五感に響く観光資源
の発見と価値の創出

・五感を切り口にした霧島の資源や素
材の掘り起し

マスコミを利用した
広告事業
観光宣伝事業

観光課

霧島の雄大な自然や多種多様で豊富な温泉を主に観光客
誘客に努めている。

温泉や自然景観等を目的とした観光客が多いが、思うように
観光資源の新たな掘り起しが進んでいない。また、近年の霧
島山における火山活動の活発化や台風や豪雨等の自然災
害に伴い、観光客の動向に影響が及んでいる。

新たな需要創造で観光客を増やし、リピーターや口コミを醸
成させるためにも、新たな価値づくりに取組むとともに、潜在
している観光資源の掘り起こしに努める。また、ＳＮＳやホー
ムページ、各種メディア等を活用し、積極的に情報発信を行
う。

29 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

①五感に響く観光資源
の発見と価値の創出

・着地型（体験型）の観光メニューや観
光ルートの構築

観光関係各種協議
会等参画事業

観光課

「霧島高原自然体験ツーリズム協議会」による体験メニュー
を中心に体験型の観光メニューを構築している。

観光客の多様化するニーズに対応できていない部分があ
る。

体験や着地型の旅行志向が高まる中、豊かな観光資源を生
かし、体験、学習、健康志向型など、様々なニーズにあった
商品の企画・提案が必要である。

30 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

①五感に響く観光資源
の発見と価値の創出

・新しい霧島の地域ブランド「五感再生
ツーリズム」を創出

森林セラピー推進事
業
観光宣伝事業

観光課

森で過ごすことによる癒し効果を体験できる森林セラピー
ロードを市内4箇所にコース設定している。年2回のイベント
を実施し、市森林セラピーガイドクラブがガイド案内をするな
ど観光客誘客に取り組んでいる。

森林セラピーロードを案内するセラピーガイドの数が少なく、
体験したい人への十分な対応が取れていない。

地域の特色を生かした観光資源の開発と霧島で採れる素材
を生かした食の開発や森林セラピーガイドの養成・スキル
アップが必要である。また、健康維持や健康増進を図る取組
としても更に周知を図る。

31 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

①五感に響く観光資源
の発見と価値の創出

・各種大会やイベントなどコンベンショ
ン誘致の推進と拡大

スポーツ団体誘致歓
迎実行委員会運営
事業

霧島ＰＲ課

本市でのキャンプ、合宿等の実績のあるスポーツ団体を中
心にキャンプ、合宿等の誘致セールスを展開し、市の活性化
と観光客の誘客を図っている。

スポーツ団体の要求する施設や設備等、受入態勢の整備・
充実を図りながら、競技種目については幅広い誘致に取り
組む必要がある。

施設が飽和状態にある競技種目以外の競技の誘致に積極
的に取り組むとともに、オリンピック・パラリンピック等の国際
大会の事前合宿等の誘致活動も展開する。

32 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

②価値の伝達と観光
客の誘致

・市場のニーズやマーケットなどの情
報収集

観光宣伝事業
観光客誘客事業

観光課

情報収集については、県及び県観光連盟からの情報やイン
ターネット、エージェントによるアンケート結果、観光関係新
聞、雑誌等により行っている。

外部による調査結果を参考にプロモーション活動を行ってい
るが、より効果的に行うには、霧島市独自の調査結果が必
要である。

調査等で得られた情報を分析し、霧島市のどのようなものが
価値として感じているか、わかりやすく視覚化し、プロモー
ション活動に生かしていく。

33 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

②価値の伝達と観光
客の誘致

・マーケティング環境の変化に対応し
たアプローチ

観光宣伝事業
観光客誘客事業

観光課

関係機関によるマーケティング調査の結果を参考にし、効果
的なプロモーション活動に取組んでいる。

外部による調査結果を参考にプロモーション活動を行ってい
るが、より効果的に行うには、霧島市独自の調査結果が必
要である。

来訪者へのアンケートやモニターツアーの調査を行い、外か
ら見た霧島市の評価を視覚化し、より効果的なプロモーショ
ン活動につなげる。

34 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

②価値の伝達と観光
客の誘致

・共感連鎖を生み出すための情報受発
信の効果的なマネジメント

マスコミを利用した
広告事業
観光宣伝事業

観光課

市観光協会等関係団体と連携し、ホームページやマスコミ、
インターネット等各種メディア等を通じ、効果的な情報発信を
行っている。

限られた予算や掲載スペース、情報量等の中で、より有効な
観光誘致に繋がる情報が発信できているか、調査する必要
がある。

最新の情報や魅力ある情報をマスコミやエージェントに流
し、記事掲載や旅行商品等を促すなど、来訪プロセスに応じ
た「ひと」の心を動かすプロモーションを行う。また、本市の神
話や歴史、文化などストーリー性の高い魅力的な観光素材
を、ホームページやＳＮＳ等を活用し、効果的な情報発信に
努める。

35 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

②価値の伝達と観光
客の誘致

・観光、農商工、関係者など様々な団
体と連携したプロモーション

観光客誘客事業
特産品協会運営事業
観光関係各種協議会
等参画事業

観光課

「いざ霧島キャンペーン実行委員会」及び「霧島高原自然体
験ツーリズム協議会」等を中心にそれぞれの事業計画に基
づき、プロモーション活動を行っている。

観光と商工業の連携については少ない状況であり、受入環
境や観光コースの造成など未整備である。また、

自然資源に頼った観光から、新たな需要創造と価値づくりを
見出し、霧島に潜在している資源にも目を向けながら、農商
工との連携を図らなければならない。また、体験メニューを
通じて食材や農林産物等のＰＲに繋げる。

36 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

②価値の伝達と観光
客の誘致

・鹿児島空港定期便就航地などをター
ゲットにした効果的なプロモーション

マスコミを利用した
広告事業
観光宣伝事業

観光課

これまで大都市圏（東京、大阪、名古屋、福岡）へのプロ
モーション活動が中心となっているたが、近年の観光客の動
向から、域内観光の促進を図るため、鹿児島県内や隣県も
ターゲットとしてプロモーション活動を展開している。

大都市圏以外へのプロモーションについては、県及び県観
光連盟等主催によるセールスも少なく、効果的な成果が達
成できないことも考えられる。

観光・経済動向等を見極めながら、定期路線就航地の中で
もターゲット地区を定め、観光協会や旅館協会など官民一体
となった、より効果的な観光宣伝を展開する。また、地元メ
ディアや新聞等を活用した情報発信を積極的に行うなど、域
内観光を促進するための取組を強化する。

37 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

③受け入れ環境の整
備

・霧島市観光ガイド連絡協議会の充
実・強化

観光ボランティアガ
イド運営事業

観光課

38 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

③受け入れ環境の整
備

・鹿児島空港を核とした二次アクセス
の具体的展開

観光バス運行事業 霧島ＰＲ課

空港を利用する観光客の二次アクセス充実のため、妙見を
経由して隼人駅を結ぶ「妙見路線バス」の運行及び市内の
主要観光施設を滞在しながら巡る土日祝日限定の「霧島周
遊観光バス」の実証運行を本年1月から実施している。

妙見路線バスについては、引き続き周知を行い、利用者の
増加を図る必要がある。霧島周遊観光バスについては、滞
在時間の延長や発着場所、新コース等における利用者から
の改善要望に答えて、本格運行に繋げる必要がある。

霧島周遊観光バスについては、空港を利用されるインバウ
ンドを含む観光客の二次アクセス充実のため、アンケート結
果や利用状況を踏まえ、既存コースの見直し、及び新たな
コース設定を行い、当該施策の確立を図る。

39 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

③受け入れ環境の整
備

・国内外の観光客が分かりやすい観光
地へのルート案内

観光案内板・電照看
板設置事業

観光課

航空機やＪＲを利用し、鹿児島を訪れた観光客に対して、霧
島市への観光誘致を図るため、霧島市内の主要道路や駅
等に観光案内板を設置している。また、平成27年度において
は地方創生交付金を活用し、市内43箇所の観光施設等に
多言語表記の看板を設置した。

主要観光施設については整備済みであるが、これまでもわ
かりにくい若しくは案内がない等の意見がある。

これまでの表記で分かりにくい箇所等を調査し、新設を含め
検討していく。

40 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

③受け入れ環境の整
備

・国際航空路線を有する空港所在地の
強みを活かしたインバウンド対策の推
進

外国人観光客誘致
促進事業

観光課

外国人観光客数については順調に推移しており、就航して
いる４定期路線国へのセールスも県及び県観光連盟主催分
に併せて実施している。

海外への情報発信やホームページの充実など、効果的なプ
ロモーションの展開が必要である。また、体験メニューや2次
アクセスの充実など受入態勢の整備・強化も図る必要があ
る。

引き続き、相手国のニーズに応じたセールスポイントを理解
しながら、効果的なプロモーションの展開や現地キーパンソ
ンとの関係強化、受入態勢の充実を図っていく。

41 Ⅱ
②感動を生み出す霧
島流「五感再生ツーリ
ズム」

③受け入れ環境の整
備

・マーケットと「五感再生ツーリズム」の
地元実践者等を繋ぐコーディネート体
制の構築

─
ＤＭＯ設立の有無等を検討する中で、コーディネート体制の
構築も併せて検討していきたい。

42 Ⅱ

③地元の学生や若者・
女性と地元の企業を
繋ぐ地元就職マッチン
グ

①学生就職支援プロ
ジェクト

・地元の企業を知る機会としての企業
見学会・企業説明会など情報提供機
会の充実

学生就職支援プロ
ジェクト推進事業

商工振興課

合同企業説明会や工場見会等を開催し、情報提供機会の
充実に努めている。

地元志向について、高校生は順調に高い伸びを見せている
が、大学生等は依然として低い状況にある。

高校生・大学生等が地元企業に興味を持ってもらえるよう
に、さらに情報提供機会の充実に努めるとともに、今後にお
いても継続的に合同企業説明会や工場等見学会を実施す
る。

43 Ⅱ

③地元の学生や若者・
女性と地元の企業を
繋ぐ地元就職マッチン
グ

①学生就職支援プロ
ジェクト

・企業と連携したインターンシップの推
進

学生就職支援プロ
ジェクト推進事業

商工振興課

高校・大学等と企業との間でインターンシップを実施してい
る。

各企業の雇用確保に対する姿勢が積極的になってきたこと
を受け、インターンシップを実施している企業が次第に増加
している。

高校・大学等・企業と連携し、てインターンシップの受け入れ
推進を図る。

霧島市観光協会が事務局のため以下未記載
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44 Ⅱ

③地元の学生や若者・
女性と地元の企業を
繋ぐ地元就職マッチン
グ

②女性や若者が活躍
できる雇用環境支援プ
ロジェクト

・ハローワークなど雇用相談や就職情
報の提供

商工振興課

企業の求人と求職者のマッチングを図るために、ハローワー
ク国分と連携しながら、就労支援に努めている。

有効求人倍率が継続して１.00倍を超える状況が続き、中小
企業を中心に雇用の確保が難しくなってきている。

ハローワーク国分をはじめとする関係機関と連携し、求職者
に対して、誘致企業等に働きかけて雇用確保に努めるととも
に、ＩＪＵターン者の情報収集を行う。

45 Ⅱ

③地元の学生や若者・
女性と地元の企業を
繋ぐ地元就職マッチン
グ

②女性や若者が活躍
できる雇用環境支援プ
ロジェクト

・安心して働くための職場環境改善へ
の啓発促進

商工振興課
企画政策課

毎年、市内事業所向けにセクハラやワーク・ワイフ・バラン
ス等の取組についてアンケート調査し、取りまとめた報告書
をフィードバックしている。

事業所において、仕事と生活の調和や、男性の子育て・介
護等への参画が主体的に行われるよう、後押しする取組が
必要である。

仕事と子育て・介護等の両立支援に関する意識啓発の推
進・制度の普及に取り組む。

46 Ⅱ

③地元の学生や若者・
女性と地元の企業を
繋ぐ地元就職マッチン
グ

②女性や若者が活躍
できる雇用環境支援プ
ロジェクト

・就職への意欲をかなえるスキルアッ
プの機会の充実

商工振興課
企画政策課

子育て支援課

自立支援教育訓練給付事業、職業能力開発などにより、ひ
とり親家庭の母等の能力開発及び就業促進を図っている。

国・県補助事業の活用や商工会議所・産学金官連携等によ
り雇用創出に繋がる取組の情報収集と実施可能事業を整理
する必要がある。

ハローワーク国分（マザーズコーナー）等と連携し、子育てを
しながら就職を考えている方等を対象に就職支援セミナーに
取り組む。

47 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

①出会いの場の創出
・企業や団体等と連携した婚活イベン
トの実施や参加の促進

- 企画政策課

鹿児島銀行国分支店と共催で、婚活イベント（テニスから始
まる恋の予感）を開催。また、市内で開催される民間団体主
催の婚活イベントのホームページや広報誌掲載による支援
を行った。
■民間団体：㈱エフエム鹿児島、霧島市観光協会、霧島市
シルバー人材センター

各イベントでマッチング等を行っているが、追跡調査を実施
していないため、結婚に結びついたかどうかを把握できてい
ない。

鹿児島銀行と共催による婚活イベントを継続するとともに、
引き続き、民間団体主催の婚活イベントへの支援も継続す
る。

48 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

①出会いの場の創出
・既存のボランティア活動やイベントな
どを通じた出会いの場の創出

- 企画政策課

既存のボランティアやイベントを活用することはできなかった
が、鹿児島銀行との婚活イベントでは、エルグテクノの協力
で、昼の部はテニスを通じて親睦を深め、夜の部で懇親会を
実施した。

出会いの場の創出に活用できる既存のボランティアやイベン
トを整理する必要がある。

既存のボランティア活動やイベントの整理を行い、活用につ
いて検討する。

49 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

①出会いの場の創出
・若者に対する結婚の喜び・素晴らしさ
に関する情報の発信

- 企画政策課

若者に対する結婚の喜び・素晴らしさに関する情報の発信
は直接は行っていないが、かごしま出合いサポートセンター
や鹿児島県が主催する結婚支援セミナーやフォーラムの広
報を実施した。

若者に対する結婚の喜び・素晴らしさに関する情報の発信
の必要性や手段について再検討する必要がある。

若者に対してどのような内容を情報発信すべきか、若者の
細分化（高校生・大学生・社会人など）など再検討することと
する。

50 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

②妊娠・出産の希望を
かなえる環境づくり

・母子保健サービスの充実や不妊治療
など各種支援制度の周知と利用促進

特定不妊治療費助
成交付事業
粉ミルク支給事業
他

健康増進課

・特定不妊治療費の助成については、県の助成金を控除し
た自己負担の一部を助成し、1組の夫婦に対し、1回の治療
につき15万円までを通算6回助成している。更に、更に、平
成28年度から男性不妊治療も助成対象とした。
・粉ミルク支給事業については、HTLV-1に感染した母親や
他の病気等で母乳を与えられない母親から出生した児、多
胎児の第一子を除く児、非課税世帯でかつ2000ｇ以下の児
について1か月3,000円の粉ミルク支給券を交付している。

・特定不妊治療費の助成については他市町村によっては、
受診時の交通費等について助成している市町村もあり、経
済的負担の軽減を考慮する余地はある。
・粉ミルク支給事業については、HTLV－1への母子感染予
防だけでなく、子育て支援、低所得者支援等幅広い視点か
ら、対象者の検討が必要である。

・特定不妊治療費助成は、今後も少子化対策として維持しな
がら、周知を徹底し必要な市民の利用促進をすすめる。
・粉ミルク支給事業はすべての対象者が利用できるよう周知
を図る。

51 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

②妊娠・出産の希望を
かなえる環境づくり

・妊娠や出産に対する不安や悩みを解
消するための相談体制の充実

産後ケア事業
他

健康増進課

妊娠期から、子育て期まで切れ目のない支援に努めている
が、支援が必要な母子を把握し、継続した支援が十分できて
いない。
晩産化や転入者が多いなどの現状があり、近くに支援してく
れる家族等がいない母子もいるため、出産直後の母子への
心身のケアや育児のサポートのニーズがある。そのため、
平成29年度から産後ケア事業を開始し、産後の母子支援を
図っている。

母子を継続的に支援するためには専任の母子保健コーディ
ネーターを置いて支援していくことが必要である。
産後に十分な支援がもらえない母子に対して、産後ケア事
業等の周知・啓発をする必要がある。また、産後うつ等の精
神的な病気を支援するため、精神科等との連携を図る体制
作りが求められる。

産前から子育て期の母子について、切れ目のない支援をす
るために、支援管理をする母子保健コーディネーターを平成
30年度に配置する必要がある。
・産科との連携強化を図るため、産科連携会議を開催する。
また、精神科との連携体制について検討する。

52 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

②妊娠・出産の希望を
かなえる環境づくり

・企業などと連携した、働く場における
妊娠・出産へのサポート体制の充実

産後ケア事業
他

健康増進課

企業などと連携した働く場における妊娠、出産へのサポート
体制はできていない。

企業へ対して、産後事業の周知を図る必要がある。 企業へ対して、産後ケア事業等の周知を図る。

53 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

③子育てをみんなで支
える環境づくり

・多様な保育ニーズに応じたきめ細や
かな支援体制の充実

・一時預かり事業・延長
保育促進事業・病児、病
後児保育事業・放課後児
童健全育成事業・子育て
一時預かり事業・障害児
保育支援事業 ・児童福
祉関係施設整備事業・保
育所等整備事業

子育て支援課

各種事業を継続しつつ、国の制度改正等に対応して事業の
拡充を行っている。

実施施設の拡充、環境整備を行う実施園数の増加、保育士
の確保等が必要。

子育てと仕事の両立支援の為に、多様な保育サービスの提
供体制を確保する。

54 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

③子育てをみんなで支
える環境づくり

・子どもの成長過程に応じた各種相談
や子育て支援に関する情報発信の充
実

・子育て支援セン
ター管理運営事業

子育て支援課
子育て親子の交流の場の提供や交流の促進、子育てに関
する相談・援助・子育て情報の提供を行っている。

保護者の相談等に対応できる体制。気軽に来られる環境づ
くりが必要。

地域の特色を生かし、センター同士の連携を図る。

55 Ⅲ
①人生の喜びを実感
できる結婚・妊娠・出
産・子育て支援

③子育てをみんなで支
える環境づくり

・地域や職場ぐるみによる子育て支援
の推進

・ファミリーサポート
センター事業

子育て支援課
地域で子育てを応援する環境づくりを行っている。 積極的な広報活動・情報提供が必要。 多様なニーズに対応できる環境を作る。

56 Ⅲ
②子どもの夢と豊かな
心を育む教育の推進

①子どもたちの夢をか
なえる機会の提供

・外国人観光客への案内が出来る英
語教育等の推進による学力の向上と
豊かな心や個性を育む教育の充実

小学校英語教育推
進事業

学校教育課

小学校３・４年で外国語活動を全市的に先行実施、５・６年生
で教科型英語を教育課程特例校４校で実施した。

小学校によっては、外国語の授業に不慣れな実態があり、
特に教科型英語の授業における質の向上が課題である。

研修会や学校訪問、教育課程特例校の成果の還元などを
通して、小学校教員の外国語指導に対するスキルの向上を
図っていくとともに、支援員や加配教員の効果的な活用を一
層推進する。

57 Ⅲ
②子どもの夢と豊かな
心を育む教育の推進

①子どもたちの夢をか
なえる機会の提供

・地産地消を目指した食育の推進によ
る健やかな体を育む教育の充実

・学校給食センター運
営事業
・国分地区小中学校給
食単独調理場運営事
業

学校給食課

地場産物の活用のため、地元の生産者組織や物産館、農
家からの納入を増やし、安全・安心な給食を提供すること
で、地産地消による食育の推進に努めている。

地元の農家数や収穫量が減少傾向にある中で、地産地消
の推進のために、地場産物の使用比率を高めていけるかが
課題である。

関係課等との連携を深め、引き続き地場産物を活用した郷
土料理の提供などを通じて、食育の推進による教育の充実
を図っていく。
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キャリア教育・進路
指導推進事業

学校教育課

 「９年間を見通したキャリア教育」及び、「中学校進路指導」
の充実に努めているものの、現状として高校卒業後の地元
企業への就職率が著しく低い傾向が見られる。その要因とし
て、地元企業のよさが小中学生やその保護者にあまり知ら
れていない。

キャリア教育を充実させ、地元での就職を意識するなど、児
童生徒の夢を広げ、志を高めるために、地元企業で働く人々
と接する機会をもたせ、地元企業への理解を深める必要が
ある。また、社会の国際化に伴い国際的な視野を広げる取
組を加え、児童生徒が自立して生き抜くために必要な資質
や能力を育む必要がある。

中学生の挑戦！「霧島しごと維新」事業を通して、地元企業
と教師・生徒・保護者をつなぐ相互交流を実施し、地元で働く
ことへの理解を深め、生徒の将来の展望の中に、地元「霧
島」で働きたいという思いが刻み込まれるようにする。
また、外国人と交流したり、海外で夢を実現した先人への理
解を通して、国際的視野を育み、主体的に未来を切り拓く意
欲を高められるようにする。

家庭教育総合支援事業
きりしまっ子立志推進事
業
わんぱく！きりしまっ子自
然体験事業
青少年地域体験活動開
催事業
学校応援団推進事業
子ども会育成支援事業

社会教育課

地域全体で子どもを見守り育む環境づくりを図り、心と体の
バランスのとれた青少年の育成を図るため、「教育振興基本
計画」に基づいて各種事業を実施している。

子どもの夢と豊かな心を育む教育の推進を図るため、多くの
参加者が得られるようにさらに魅力ある活動内容に工夫す
る必要がある。

各事業を通して、家庭の教育力や地域の教育力の向上を図
り、さらに、幅広い地域住民等の参画により、地域と学校が
連携・協力しながら、地域全体で子どもの成長を支え、活力
ある地域づくりを目指す「地域学校協働活動」の推進に努
め、地域全体で青少年を育てようという気運を高める。

スポーツ・文化
振興課

運動をする子どもとしない子どもの二極化が進んでいる。ま
た、スポーツ活動をする子どもたちにとって、スポーツ活動領
域の選択肢は広がりつつある。一方でスポーツ活動に対す
る経済的負担や親の価値観が変化しつつある。

学校や地域でのスポーツ指導者不足。民間のスポーツクラ
ブの指導者やスポーツ経験豊かな外部人材を学校や地域
で活用するためのマッチング方法。生活スタイルといわれる
子ども達の「屋内傾向」の意識改善、運動習慣を身に付けさ
せるための家庭への啓発や地域の役割の整理が必要であ
る。

子どもたちにとって、スポーツを継続的に行うことは心身の
発達にとって大切なことである。スポーツを正しく実践するこ
とによりスポーツ文化を理解することは、精神的にも身体的
にも望ましい効果が期待できる。霧島市における子どもたち
の育成は、霧島市スポーツ振興計画の「スポーツを通じた健
やかな子どもの育成」を基本として推進する。

児童生徒芸術鑑賞
会事業

スポーツ・文化
振興課

全児童生徒が小学校で通算２回、中学校では１回、一流の
芸術文化に触れる機会を設けている。

　各学校体育館を会場としていることから、一流の芸術文化
を鑑賞する環境を整える必要がある。

体育館を会場とすることに課題はあるものの、より多くの児
童生徒に一流の芸術文化に触れる機会を提供し、未来を担
う子供たちの豊かな心を醸成することが重要であると考え
る。

60 Ⅲ
②子どもの夢と豊かな
心を育む教育の推進

①子どもたちの夢をか
なえる機会の提供

・鹿児島国体や東京オリンピック・パラ
リンピックに向け、市民一体となった健
康づくりへの機運の醸成

国民体育大会
推進課

スポーツ・文化
振興課

鹿児島国体の霧島市開催は「サッカー（女子）・ハンドボー
ル･馬術・剣道・銃剣道・ゴルフ（成年男子・少年男子）」の6正
式競技と、公開競技でグラウンド･ゴルフ、そして、デモンスト
レーション競技でパークゴルフ及びジャズ体操が開催予定で
ある。現在、先催自治体の実施状況調査、ＰＲ活動及び施
設整備に取り組んでいる。平成30年４月には国民体育大会
推進課を新設し、国体推進委員会、及び霧島市実行委員会
を主体に引き続き準備を進めていく。

県は競技会場については「既存施設の活用」を基本としてい
るため、経年し老朽化が進んだ施設や、競技基準を満たさな
い施設の改修等にかかる予算の確保が課題である。また、
市民や子ども達に夢を与え、レガシー（遺産）として未来に誇
れるスポーツ環境づくり及び、国体開催を霧島市の地域づく
りにいかにつなげていくかが課題である。

158の組織団体からなる実行委員会を主体として、霧島市開
催の種目等を市内社会体育施設及び学校施設等において
啓発に努めるととともに、霧島のすばらしさを最大限に伝え
ることのできる心のこもったおもてなしを検討し、美しく雄大
な自然や豊かな食文化、先人より受け継いできた文化や伝
統など、霧島の誇れる魅力を全国に発信する。

61 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

①地域特性を活かした
まちづくり

・地域が自主的に地域を創生していく
ための「地域まちづくり計画」の推進

地域まちづくり支援
事業

市民活動推進課

地区自治公民館が主体となり、地域の特色を活かしたテー
マや目標を設定し、その実現に向けた地域づくりを進めるた
めのビジョンとして「地域まちづくり計画」を策定している。

・限界集落と呼ばれる一部地域において、策定が困難となっ
ている。
・策定が進むにつれ、行政に対する要望案件も増加してお
り、対応が難しくなってきている。

「地域まちづくり事業実施計画書」に記載された事業（要望）
に対する取組については、地域の理解も得ながら、関係各
課と認識の統一等を図り推進していく必要がある。

62 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

①地域特性を活かした
まちづくり

・地区自治公民館の相互連携による情
報の共有や新たな取組の推進

・自治公民館連絡協
議会運営事業

市民活動推進課
地区自治公民館の活性化と円滑な運営を目指し、霧島市自
治公民館連絡協議会や各地区自治公民館連絡協議会にお
いて研修等を行い、相互の連携・親睦を図っている。

情報の共有化は図られてきているが、相互連携による取組
となると、まだこれからといったところである。

地区自治公民館の相互連携による取組への支援を行い、地
域の活性化を図る。

63 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

①地域特性を活かした
まちづくり

・活力あるまちづくりを目指し、お互い
協力しながら取り組む地域活動への支
援

・地域振興補助事業
・地区活性化支援事
業

市民活動推進課
地域が自主的に取り組む各種事業（活動）に対し、補助を
行っている。（簡易給水施設、共同墓地、スポーツ施設、集
会施設、無線・有線放送施設等の整備、地域行事等）

少子・高齢化や過疎の進行、自治会への加入率の低下など
地域を取り巻く環境は年々厳しくなっており、人的・財政的な
面からも活動が困難な地域も出てきている。

地域の実情を見極めながら支援の充実を図るとともに、相互
連携による取組を推進する。

64 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

①地域特性を活かした
まちづくり

・地域おこし協力隊、集落支援員等に
よる自治活動支援の促進

・元気なふるさと再
生事業

地域政策課
市内89地区のうち、12地区自治公民館が高齢化率5割以
上、いわゆる限界集落となっており、5地区には１名ずつ集
落支援員を配置している。

高齢化率が5割を超え、地域活動が困難な状況になりつつ
ある集落は、年々増加傾向にある。

地域おこし協力隊の導入については、受け入れ体制の確立
など、慎重に検討を進める。

65 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

②安心・安全なまちづ
くり

・防犯・防災の体制整備及び重要性に
係る普及・啓発

・自主防災組織育成
事業

安心安全課

市の管理する自転車駐車場への防犯カメラの設置。
防災出前講座を実施し、防災の重要性について啓発してい
る。

緊急時の関係機関での協力体制の充実。
出前講座の開催依頼は以前に比べ増えてきているが、新規
団体の開催依頼を増やしていく。

公共施設への防犯カメラの設置促進と緊急時の関係機関と
の連携強化を図る。
防災出前講座を広く市民に周知しながら、新規団体の出前
講座の開催回数を増やし、防災意識の向上に努める。

66 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

②安心・安全なまちづ
くり

・自主防犯・防災組織の活動充実

・防犯パトロール隊
支援事業
・自主防災組織育成
事業

安心安全課

既存の防犯パトロール隊から防犯パトロール用品の再支給
要望がある。
自主防災組織の組織率は100％と高いものの、各組織間で
の活動には差がある。

パトロール隊の活動の活性化を図る。
未結成地域への結成促進に取り組む。
自主防災組織の活性化を図る必要がある。

広報活動・各種ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施により、市民の防犯への意
識高揚を図る。
パトロール隊の活動の活性化を図るために、新規、既存とも
に意欲的に活動を行っている団体に助成する。
出前講座を活用しながら自主防災組織の活性化を図り、活
動を充実させる。また、新たな組織の結成も推進していく。

67 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

②安心・安全なまちづ
くり

・関係機関の相互応援体制の充実・強
化

・防災訓練事業 安心安全課

隔年で総合防災訓練を実施しており、自衛隊、警察、その他
関係機関にも参加してもらい相互応援体制の充実・強化に
努めている。

実際の災害時に対応できるよう、より多くの市民にも参加し
てもらう。

引き続き関係機関と連携を図りながら、総合防災訓練を隔
年で実施し、今以上に相互応援体制の充実・強化に努め
る。

68 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

②安心・安全なまちづ
くり

・災害等に対応した情報伝達網の充実
・防災行政無線運営
事業

安心安全課

平成22年度～平成26年度にかけてデジタルの防災行政無
線を整備し、屋外拡声子局を市内に222基設置した。また、
地区自治公民館等が整備したコミュニティ無線と防災無線と
の接続を行い、各家庭で防災情報が聞ける環境整備に努め
ている。
合併前にアナログで整備された移動系防災行政無線は、耐
用年数を経過しており修繕のための部品調達にも苦慮して
いる。

コミュニティ無線未整備地区に対してどう働きかけていくか。
合併前にアナログで整備された移動系防災行政無線につい
て、代替システムでの整備も含めた整備方針を検討する。

市民活動推進課と連携しながら未整備地区へコミュニティ無
線の整備を依頼すると共に防災無線との接続についても理
解を得ながら実施していく。
合併前にアナログで整備された移動系防災行政無線につい
ては、決定された整備方針に基づいて整備していく。

69 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

③医療体制の充実
・霧島市医師会医療センターの機能充
実

・市立医師会医療セ
ンター運営事業

健康増進課

姶良・伊佐保健医療圏における中核病院としての役割を
担っている。Ｈ30.7.1から常勤医勤務により麻酔科を開設し
た。

施設の老朽化が著しく、施設整備が必要である。 地域医療の現状と医療センターの将来の見通しなどを踏ま
え、地域医療構想との整合性に配慮しながら、中長期的な
視点で対策を講じる必要がある。

70 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

③医療体制の充実
・医療機関の連携による救急医療、小
児医療体制の充実

健康増進課

小児科・内科の夜間救急診療や二次救急の病院群輪番制
などに加え、循環器系疾患及び脳疾患の救急体制を構築し
ている。また、日曜祝日における歯科救急医療体制も構築し
ている。

小児科・内科の夜間救急の対応が、準夜帯（平日23時まで、
土日祝22時まで）であり、診察時間帯の拡大など検討する必
要がある。救急でなく軽症での受診等が問題であり、適正受
診を周知を図る必要がある。

姶良地区医師会と連携し、救急医療体制の充実に努める。

58 Ⅲ
②子どもの夢と豊かな
心を育む教育の推進

①子どもたちの夢をか
なえる機会の提供

・家庭や地域の教育力の向上と子ども
の自立を地域全体で支える環境づくり
の推進

59 Ⅲ
②子どもの夢と豊かな
心を育む教育の推進

①子どもたちの夢をか
なえる機会の提供

・生涯スポーツ、文化芸術に親しむた
めの環境づくりの充実と交流人口の拡
大

5



現状 課題

総合戦略の該当箇所 関連事業 総合戦略と関連事業の整理

現状と課題
今後の方針等 備考No

基本
目標

基本的な方向性 具体的な施策 想定される取組 関連事務事業等 担当課名

71 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

③医療体制の充実 ・在宅医療やかかりつけ医などの推進 健康増進課

市民が日頃から安心して相談し、医療を受けることができる
ために身近なかかりつけ医等をきめることは必要なことであ
るため、機会をとらえ普及啓発を行っている。

様々な機会をとらえ、市民がかかりつけ医等を持つように、
普及啓発に努める必要がある。

健康管理のためにかかりつけ医等の必要性について、関係
機関との連携を図りながら普及啓発を行う。
広報等でのかかりつけ医等の推進を図る。

72 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

④高齢者・障がいのあ
る方が生き生きと暮ら
せる地域づくり

・高齢者、障がいのある方の地域活動
への参加促進や就業・就労支援

・老人クラブ連合会支援
事業
・ボランティア・ポイント制
度
・身体障害者協会運営支
援事業
・手をつなぐ育成会運営
支援事業

長寿・障害福祉
課

高齢者や障がい者の就業・就労の機会は広がりつつある。
地域活動については、老人クラブの数・会員数が年々減って
いる。

少子高齢化が進む中、地域社会の担い手として高齢者等が
活躍するため地域の互助活動の活性化が必要である。

地域活動やボランティア活動の普及啓発、高齢者等が活躍
できる場の提供を行う。

73 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

④高齢者・障がいのあ
る方が生き生きと暮ら
せる地域づくり

・シルバー人材センターと連携した高
齢者の社会参加促進

シルバー人材セン
ター運営支援事業

長寿・障害福祉
課

業務の受託件数が漸増しており、またシルバー人材セン
ター会員数も増加傾向にある。

高齢者の人材活用の観点から、高齢者の経験や技能を生
かして、受注業務の幅を広げていく必要がある。

引き続きシルバー人材センターの運営の支援を行う。

74 Ⅳ
①住民自治の推進に
よる魅力ある地域社会
の形成

④高齢者・障がいのあ
る方が生き生きと暮ら
せる地域づくり

・住み慣れた地域で安心して暮らせる
仕組みづくりとサービスの充実

・包括的支援事業
・生活支援体制整備事業
・障害者自立支援協議会
運営事業

長寿・障害福祉
課

市内の10日常生活圏域ごとに、医療福祉のサービス基盤の
整備が進められている。

地域互助のインフォーマルなサービスが不足している。
国から精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの
構築を求められている。

住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよう、地域包括ケ
アシステムの構築を推進する。
障害者自立支援協議会、精神障害者専門部会の中であり
方を検討している。
障がい者基幹相談支援センターを設置し、相談からサービ
スの提供まで切れ目のない支援体制を構築する。

75 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

①住民のよりどころと
なる小さな拠点形成

・地域の実情分析や“小さな拠点”に必
要とされる機能の調査・研究

地域政策課
市民活動推進課

財産管理課
企画政策課

各種生活支援機能（診療所・学校・ATMなど）を集約したり、
確保するなど地域の資源を活用することで「小さな拠点」が
必要だとは感じている。

「地域の実情分析や“小さな拠点”に必要とされる機能の調
査・研究」の必要性については、どの地域を優先順位の上位
に置くか、協議を進めていく必要がある。

引き続き関係部署の連携を深め、小さな拠点形成に向けた
協議の場を設ける。

76 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

①住民のよりどころと
なる小さな拠点形成

・総合支所などの公共施設の利活用に
よる新たな機能の充実

総務課
財産管理課

総合支所等の施設の利活用については、各地区の歴史や
地域性等を考慮し、機能の充実等、今後のあり方について、
検討を進めている。

周辺に市民文化系、社会教育系、保健福祉系の施設が点
在している総合支所等もあり、各種機能を一箇所に集約して
ほしいといった意見がある。

各種施設が点在している地域については、市民の利便性を
向上させることからも、総合支所等への各種機能の集約や
複合化、集約した施設等へのアクセス手段の確保など、検
討する必要がある。

77 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

①住民のよりどころと
なる小さな拠点形成

・“小さな拠点”を核とした新たなコミュ
ニティづくりの推進

地域政策課
市民活動推進課

周辺地区では、行政機能の集約を図る庁舎整備を行ってい
るものの、具体的な「小さな拠点」となりうる施設の確保がで
きない。

「小さな拠点を核とした新たなコミュニティ」の必要性につい
て、官民一体となって協議する必要があるので、市としての
方向性を定めるための協議を進めていく必要がある。

引き続き関係部署の連携を深め、小さな拠点形成に向けた
協議の場を設ける。

78 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

②空き家・空き店舗の
利活用

・空き家・空き店舗に関する情報収集
及び提供

-
地域政策課
商工振興課

宅建協会や不動産協会との連携により情報収集を行うとと
もに、空き家バンク制度・空き店舗ストックバンク制度を展開
し、ホームページや広報誌により登録者の募集を随時行うな
ど、情報収集及び提供を実施している。

空き家・空き店舗ともに登録希望者や利用希望者からの相
談はあるものの、登録件数は伸びていない。登録件数を増
やすために、所有者への支援事業の周知等を図る必要があ
る。

制度周知方法の見直し等を図る必要がある。また、庁内の
関係課間の連携を深め、情報の一元化や移住及び起業支
援の政策間連携を図る必要がある。

79 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

②空き家・空き店舗の
利活用

・空き家・空き店舗を活用した地域活性
化に係る取組への支援

-
地域政策課
商工振興課

空き家バンク制度・空き店舗ストックバンク制度を実施し、宅
建協会や不動産協会と連携して、所有者と登録希望者や利
用希望者をマッチングさせる支援を実施している。

登録物件に関して、希望地や価格が折り合わないなど、所
有者と利用・借用希望者との間でマッチングできていない部
分がある。

マッチングを図るため、宅建協会や不動産協会との更なる連
携を図る必要がある。また、庁内の関係課間の連携を深め、
情報の一元化や移住及び起業支援の政策間連携を図る必
要がある。

80 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

②空き家・空き店舗の
利活用

・大学と連携した空き家・空き店舗利活
用の推進

- -
大学と連携した空き家・空き店舗利活用は実施していない。 今後、庁内の関係課間の連携やニーズの調査等を検討する

必要がある。

81 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

③公共施設マネジメン
トの推進

・公共施設の利活用に向けた地域住
民のニーズの把握

財産管理課

地域住民の方々への情報提供方法や情報共有する体制を
検討する必要がある。

ニーズの把握
効果的な手法の検討・実施
見直しに伴う市民への影響の把握・対応

82 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

③公共施設マネジメン
トの推進

・公共施設の多機能化等による民間活
力導入や新たな利活用の推進

財産管理課

対象施設を検討する際の客観的データを検討する必要があ
る。

近隣施設の機能重複、利用状況、空きスペースの状況等、
施設を総合的に検証し、複合化・多機能化、機能転用等を
検討する。
生活に必要なサービスについて空きスペースに民間サービ
スを誘致することなども検討する。

83 Ⅳ
②既存ストック活用に
よる小さな拠点等の形
成

③公共施設マネジメン
トの推進

・新たな維持管理手法の導入による効
率的な更新・維持管理の推進

財産管理課
施設所管課や関係課とどのような取組ができるか協議する
必要がある。

包括委託やＰＦＩ、コンセッション方式などの導入を検討する。

84 Ⅳ

③公共交通の見直し
等による生活利便性
の向上及び地域間連
携の推進

①地域交通ネットワー
クの充実

・地域ニーズにあった多様な交通手段
の確保

コミュニティバス等運
行事業

地域政策課

隼人地域を除く市内全域でふれあいバスを、市内地域（溝辺
町有川地域、霧島永水・向田地域、福山町佳例川地域、福
山町福山地域）でデマンド交通を運行している。

自家用自動車への依存等による地域公共交通の位置付け
の相対的な低下、ライフスタイルの変化に伴う市民ニーズの
変化等を背景に輸送人員の減少に歯止めがかからない状
況である。

平成27年度に策定した「霧島市地域公共交通網形成計画」
に基づき、随時、路線等の見直しを行う。

85 Ⅳ

③公共交通の見直し
等による生活利便性
の向上及び地域間連
携の推進

①地域交通ネットワー
クの充実

・総合支所や本庁、空港やＪＲなど交
通結節点を核とした交通網の形成

コミュニティバス等運
行事業

地域政策課

ＪＲや路線バスの「広域幹線系統」とふれあいバス及びデマ
ンド交通の「枝線」を拠点で結節させることにより、交通機関
相互の連携を図っている。

年間約600万人を超える観光客の回遊性を高めるための移
動手段（二次アクセス）の確保、交通拠点の整備等が課題と
なっている。

平成27年度に策定した「霧島市地域公共交通網形成計画」
に基づき、隼人駅東の活用を含めた交通拠点の整備及び二
次アクセスの強化を図る。

86 Ⅳ

③公共交通の見直し
等による生活利便性
の向上及び地域間連
携の推進

①地域交通ネットワー
クの充実

・航空路線の確保や拡大に向けた航
空機利用の促進

地域政策課

平成29年3月26日より鹿児島空港の運用時間が15時間体制
（１時間延長）となった。
国際線のLCC新規就航や増便等により、利用者数も増加し
ている。

地域住民より騒音についての対策が求められている。路線
の拡大にあたっては、周辺住民等の理解も求めながら進め
る必要がある。

国、県や関係機関との連携。

県営道路整備負担
金事業　他1事業

 建設政策課

市や市民が要望した国県道の整備事業等を道路法第52条
及び地方財政法第27条の規定により、費用の一部を負担し
ている。県営道路整備負担金事業＝平成29年度6工区、県
営街路事業負担金事務事業＝平成29年度1工区・2事業。

県も予算確保に苦慮しており、地域の自治会等から県道の
整備に関する要望書が多数提出されているが、なかなか事
業実施に至っていない路線が多い。

今後も整備状況を考慮しながら、引き続き両事業で整備を
進めている道路の完成を求めていくとともに、他の要望個所
も早期に実施してもらえるように取り組んでいく。

街路整備事業
他1事業

都市計画課

市民の移動手段の主たるものは自動車であり、市街地にお
ける交通量の増大は、道路渋滞の一因となっている。

市内幹線道路の渋滞を解消するため、バイパス道路の整備
や地域の拠点施設を結ぶアクセス道路を整備する必要があ
る。

交通の要衝として、今後も、交通量の増加が予想される。そ
のため、国道・県道については道路整備促進のための要望
活動を行い、市道（街路）については年次計画により整備を
進める。

「霧島市公共施設管理計画」に基づき、平成27年度から平
成31年度までの5か年に総量縮減に取り組む第一期実施計
画を市の案として決定する。
平成28年度（2月）から平成29年度にかけて、地域座談会を
開催し、地域住民の方々と意見交換を行った。
統一的な基準に基づいて、年1回は定期点検を実施するよう
施設点検マニュアルを平成29年12月に策定した。

87 Ⅳ

③公共交通の見直し
等による生活利便性
の向上及び地域間連

携の推進

①地域交通ネットワー
クの充実

・国県道をはじめとする円滑な道路交
通ネットワークの形成推進

6



現状 課題

総合戦略の該当箇所 関連事業 総合戦略と関連事業の整理

現状と課題
今後の方針等 備考No

基本
目標

基本的な方向性 具体的な施策 想定される取組 関連事務事業等 担当課名

88 Ⅳ

③公共交通の見直し
等による生活利便性
の向上及び地域間連
携の推進

②高齢者や乳幼児を
連れた方にやさしい交
通環境の整備

・主要な公共交通施設等のユニバー
サルデザイン化の推進

ＪＲ国分駅バリアフ
リー化促進事業

地域政策課

本市及び県において、国分駅のバリアフリー化（ＥＶ設置等）
に係る経費（総工費の1/6）の補助を行った。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条において、「市町村は、当該市町村の区域内の重点
整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ
一体的な推進に関する基本的な構想を作成することができ
る。」旨が明記されている。今後、同基本構想の策定（必要
性）を含め検討していく必要がある。
基本構想を策定しない場合においても、市内主要交通拠点
について計画的にバリアフリー化を講じていく必要がある。

89 Ⅳ

③公共交通の見直し
等による生活利便性
の向上及び地域間連
携の推進

②高齢者や乳幼児を
連れた方にやさしい交
通環境の整備

・交通バリアフリーマップの作成及び提
供

地域政策課

特段の取組は行っていない。 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条において、「市町村は、当該市町村の区域内の重点
整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ
一体的な推進に関する基本的な構想を作成することができ
る。」旨が明記されている。今後、同基本構想の策定（必要
性）を含め検討していく必要がある。
基本構想を策定しない場合においても、市内主要交通拠点
について計画的にバリアフリー化を講じていく必要がある。

90 Ⅳ

③公共交通の見直し
等による生活利便性
の向上及び地域間連
携の推進

③広域都市連携によ
る特色あるまちづくり

・環霧島会議や錦江湾奥会議における
近隣市町との連携推進

環霧島会議
錦江湾奥会議

地域政策課

各々、年2回の会議を開催地持ち回りで実施。
事務局は共に霧島市。

引き続き、各専門部会を中心に広域連携を推進する。

91 Ⅳ

③公共交通の見直し
等による生活利便性
の向上及び地域間連
携の推進

③広域都市連携によ
る特色あるまちづくり

・防災連携や広域観光振興など関係
自治体との連携推進

環霧島会議
錦江湾奥会議

地域政策課

環霧島会議、錦江湾奥会議に防災分野、観光分野の専門
部会を設置し、広域連携を推進している。

引き続き、各専門部会を中心に広域連携を推進する。

合併処理浄化槽
設置整備事業

環境衛生課
公共用水域の水質保全のため、汲取り便槽及び単独処理
浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進を図っている。

転換については、補助金を上乗せして促進を図っているが、
依然として、汲取り便槽及び単独処理浄化槽の世帯が多
い。
転換対象に高齢者世帯が多く含まれる。

さらなる水質保全のため、ホームページや広報誌等による
補助制度の周知を行うなど、引き続き、合併処理浄化槽へ
の転換を進めていく必要がある。

- 環境衛生課

生物多様性基本法に基づく施策として、また霧島市環境基
本計画の環境像を達成するための個別計画として、平成26
年3月に「霧島市生物多様性推進プラン」を策定し、生物多
様性保全のための各種施策に取り組んでいる。

施策内容が全市横断的なものであり、庁内の関係課との連
携を深める必要がある。
施策の実施のために、今後時間をかけて調査・研究する必
要があるものが多く含まれている。

庁内の関係課との連携を深めるよう努める。
施策の優先度の高いものから、順に調査・研究を進めてい
く。

93 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

①良好な環境の保全
と形成

・地域との協働による環境美化活動の
推進

環境美化・河川環境
保全推進事業

環境衛生課

年度当初、環境美化モデル地区を指定し、年間を通して地
域の美化活動に取り組んでいる。
校区ごとに環境美化推進員を委嘱し、ポイ捨てゴミの収集や
不法投棄の通報など環境パトロールを実施している。

各地域によって美化活動に対する温度差があるため、モデ
ル地区の指定が偏る傾向にある。
環境美化推進員についても推進員によって活動内容に温度
差がある。

推進員同士が情報を共有する場を提供するなど、推進員の
活動に対する意識の向上と活動内容の充実を図る。
推進員同士が連携しやすい仕組みづくりを検討する。

94 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

①良好な環境の保全
と形成

・アダプト制度等を活用した地域住民
や事業者等による環境保全活動への
支援

河川景観保全アダプ
ト（里親）制度推進事
業

環境衛生課

地域住民、ボランティア団体、企業などが里親になり、水辺
の環境保全と美化活動を行った団体に補助金を交付してい
る。

団体数の増加に伴い予算が増加している。
河川管理者と協議する必要がある。
県が類似事業（水辺のサポート事業）を行っているため調整
が必要になる可能性がある。

予算については、コスト削減の観点から補助金のあり方につ
いて検討していく。
参加団体と連携していくことにより、さらに水辺の環境保全と
市民の美化意識の向上に努める。
引き続き、河川管理と道路アダプト制度との連携について調
整する。

95 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

①良好な環境の保全
と形成

・企業や地域など社会全体での廃棄物
の減量化と適正処理の推進

資源ごみ分別収集
推進補助事業

環境衛生課

資源ごみの分別回収に携わっている自治会に補助金を交付
し、資源ごみの適正排出やごみ置き場の衛生保持を推進し
ている。

資源ごみの分別を推進し、可燃・不燃・粗大ごみの減量化を
図るため、引き続き自治会等の協力を得ながらリサイクル率
の向上を図る必要がある。

リサイクル率の向上を図ることで、ごみ処理施設の負荷が軽
減されることから、今後においても、自治会等への補助金交
付を継続し、ごみ分別の徹底を図っていく。また、市民が資
源物を排出しやすい取組についても検討する。

96 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

②環境に配慮した再
生可能エネルギーの
推進

・本市の地域特性を活かした安心安全
な再生可能エネルギー導入の推進

- 地域政策課

平成28年６月に霧島市再生可能エネルギー発電設備の設
置に関するガイドラインを施行して以来、事業着手前に事業
計画を把握することが可能となり、開発行為に係る懸案や課
題を整理し、関係課との情報共有が図られている。

自然環境（森林）の大規模な喪失や生活環境の変化、災害
発生の懸念に対して、近隣関係者の開発への反対の意見に
より、事業の進捗が停滞している案件が数件ある。

引き続き、ガイドラインの適正な運用に努め、防災対策の徹
底など近隣関係者等への丁寧な説明を求めるとともに、必
要に応じて地域と事業者との協定の締結を促す。

97 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

②環境に配慮した再
生可能エネルギーの
推進

・再生可能エネルギーを活用した地域
活性化の推進

エネルギー政策推
進事業

地域政策課

ガイドライン制定後は、発電所運営前に事業者からの相談を
受けることが出来るため、地域の実状に即した貢献策の検
討を依頼している。

事業者によって地域貢献への意識が違うことから、同様の
施設でも地域への貢献度合いが違う。

20年間という長い期間での事業実施となることから、事業者
による積極的な地域貢献策の検討を促すとともに、優良事
例等を紹介することにより、地域の実状や住民ニーズに合っ
た地域貢献策を提案し、地域活性化の一助とする。

98 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

②環境に配慮した再
生可能エネルギーの
推進

・再生可能エネルギー発電施設を運営
する事業者による連携組織の設立

- 地域政策課

平成27年度に霧島市再生可能エネルギー事業者協議会を
設立した。平成28年度には、霧島市再生可能エネルギー施
設パンフレットを作成し、以降、再生可能エネルギーの周知・
広報に活用している。

発電事業者は市外（県外）事業者が多数を占めており、事業
者協議会への加入が停滞している。

事業者協議会への加入を促進し、組織の活性化を図る。組
織内での事業者間における技術や知識の交流を図り、環境
に調和した再生可能エネルギーの導入促進に努める。

99 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

③暮らしやすいまちを
形成するための基盤
整備やインフラ等の維
持管理の推進

・都市機能および地域の魅力向上に向
けた区画整理事業の推進

麓第一土地区画整
理事業　他3事業

区画整理課

　3地区とも事業計画に基づき計画的に事業を進めてきてい
る。麓第一、浜之市地区については、仮換地指定もほぼ終
わり事業も終盤にきている。また、隼人駅東地区については
H27年度から道路整備、街区整地工事に入り早期完成を目
指している。

浜之市地区は長年交渉が難航していた未整備箇所の交渉、
また麓第一地区については、補助期間終了のため、財源確
保が課題である。隼人駅東地区は、事業計画変更後の速や
かな換地交渉が課題である。

・未整備箇所の交渉等の促進。
・保留地の販売促進。
・良質な住環境を確保するために土地区画整理事業を推進
し、早期完成に努める。

92 Ⅳ
④環境と調和したまち

づくりの推進
①良好な環境の保全
と形成

・豊かな自然環境の保全対策の推進

7



現状 課題

総合戦略の該当箇所 関連事業 総合戦略と関連事業の整理

現状と課題
今後の方針等 備考No

基本
目標

基本的な方向性 具体的な施策 想定される取組 関連事務事業等 担当課名

道路維持管理事業
他6事業

建設施設管理
課

・市道2,434路線、約1,607ｋｍの市道を管理している。
・高度経済成長期に設置された道路施設の老朽化や経年劣
化により不具合が多く発生しており、安心安全な交通確保の
ために計画的な修繕、更新を行っている。
・橋梁長寿命化計画に基づき656橋の法定詳細点検を5年に
1回行い、計画的な修繕を行っている。
・劣化した路面舗装の補修を行っているが、補修での対応で
追いつかない状況である。
・通学路として利用されている市道の中には、幅員狭小のう
え歩道も未整備で通行に危険な路線がある。
・トンネルの中には、損傷による剝離・剥落が発生している
箇所がある。

・中山間地域では高齢化が進み地域で草払いなどが困難に
なっているので、今後住民参加型の管理を検討する必要が
ある。
・道路施設の老朽化により道路維持管理費が増加すること
から、維持管理業務を効率的かつ効果的に行っていくことが
求められる。
・今後数年の間に更新を必要とする路線が急増することが
懸念される。
・関係機関との連携強化を図り、通学路等における歩行空
間の安全確保が必要である。
・トンネル損傷部の補修を行い、通行の安全確保が必要で
ある。

・アダプト制度の普及・推進を行うなど市民との協働により安
全かつ快適な道路環境を維持し、また民間活力の活用につ
いても検討する。
・霧島市公共施設管理計画の方針に基づき、道路施設の補
修方法の検討や新工法の採用を行いながら維持管理費の
縮減や平準化を図り、有効な補助事業の活用も検討する。
・道路施設の状況・点検履歴の情報等を電子化することによ
る維持管理や整備・更新への活用を推進する。
・橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的かつ予防的管理を
行い、橋梁の長寿命化を図る。
・老朽化した路面舗装について、集中的に修繕・更項新を図
る。
・隣接する農業用水路等を活用することによる安全な歩行空
間の推進を図る。
・道路個別施設計画（トンネル）に基づく計画的かつ予防的
管理を行い、トンネル長寿命化を図る。

公園管理事務事業
他4事業

建設施設管理
課

・城山公園、丸岡公園、国分都市公園18カ所、隼人等都市
公園34カ所、合計54カ所について指定管理者が定期的に維
持管理を行っている。
・地域で管理している普通公園は、76箇所であり職員が定期
的に遊具等の点検を実施している。また、地域で実施できな
い施設修繕や繁茂した樹木の剪定は、市が行っている。
・市が直営で維持管理している普通公園は、5カ所である。

・多くの公園が設置年から相当年数が経っており、施設の経
年劣化が進み対応に苦慮している。
・地域が管理している普通公園は、特に利用世代である子
供の減少や地域住民の高齢化等の理由により管理が不十
分になりつつある現状がある。

・霧島市緑の基本計画に基づき、公園施設長寿命化計画を
推進することで市民に憩いの場を提供し、身近な暮らしに根
ざした潤いと活力の場の整備に努める。
・地域の管理している公園については、住民の方と協議しな
がらお互いの役割分担を確認し、施設の維持管理を継続し
ていく。

道路新設改良事業
他2事業

土木課

・昨今の交通量の増加に伴い、道路、橋梁の整備等の要望
が急増しており、これらの生活道路については、霧島市総合
計画の後期基本計画に基づき、計画した市道及び橋梁につ
いて、調査設計及び施工を計画的に行っている。

・設計段階において、工法の詳細検討を実施することで、コ
スト縮減を図っており、継続して事業を行う必要がある。

・道路ネットワークの構築に向けて地域の拠点施設等を結ぶ
アクセス道路の整備や辺地地域、過疎地域における、住民
の安心安全な移動のための交通手段の確保を図るため、優
先順位を考慮しながら道路の整備を計画的に行う。

幹線市道整備事業
他1事業

土木課

・市内幹線道路の渋滞解消のためのバイパス道路の整備や
地域の拠点施設等を結ぶアクセス道路の早急な整備が望ま
れているため、霧島市総合計画の後期基本計画に基づき、
計画した道路ネットワークの市道及び橋梁について、調査設
計及び施工を計画的に行っている。

・設計段階において、工法の詳細検討を実施することで、コ
スト縮減を図っており、継続して事業を行う必要がある。
・重点路線として、継続的に整備することで早期完成を図る
必要がある。

・道路ネットワークの構築に向けて、幹線道路の渋滞解消の
ためのバイパス道路の整備や地域の拠点施設等を結ぶアク
セス道路の整備を計画的に行う。

総合治水対策事業 土木課

　国分市街地や見次地区及び国分、隼人地区の天降川流
域周辺で豪雨時に発生している床上・床下浸水並びに道路
冠水等の被害を軽減するために、排水路の新設・改良や貯
留施設の整備などによる対策を行い、国分府中地区などの
排水路整備は完了し、国分福島地区及び国分中央地区の
排水路整備並びに隼人松永地区に排水機場整備等の事業
に取り組んでいる。
　また、補助事業導入による事業促進を目指し、「雨水管理
総合計画」の策定に着手している。

　平成30年度に策定する「雨水管理総合計画」に基づき重点
排水区を定め事業を推進していくが、事業完了には多大な
事業費と期間を要するため、対策の効果が現れるのに時間
がかかる。また、対策地区の箇所が多く事業費の確保が困
難なため、どの地区を優先的に実施するか決定しなければ
ならない。さらに下水道計画区域に該当しない地区について
は単独費の対応となるため、その点も併せ財源確保が必要
となる。
　また、隼人地区（姫城・内）においては、補助事業導入のた
め、公共下水による汚水事業廃止等の下水道区域構想の
整理が必要である。

　現在行っている事業の早期完成に努めるるとともに、「雨
水管理総合計画」に基づき重点排水区における対策を進
め、浸水被害の軽減に努めていく。

市営住宅維持管理
事業

建築住宅課

市営住宅を良好な状態に保ち、入居者に安全で快適な住環
境を提供するため、住宅設備の保守点検や修繕等を行って
いる。

市営住宅の老朽化や管理戸数が多いため、保守点検や修
繕等に係る経費が年々増加する傾向にある。

今後、職員数が減少することが予想されることから、様々な
手法を用いて市営住宅入居者へのサービスを維持しなけれ
ばならない。その有効な手法となる指定管理者制度の導入
実施を目指す。

市営住宅等建替事
業

建築住宅課

「長寿命化計画」において、「建替」と位置づけている老朽化
し、耐用年数を経過した住宅を対象に、取り壊しを行い、現
地又は非現地に新しく施設設備の整った市営住宅等の建設
を計画的に行っている。

「公共施設管理計画」との整合性を図りつつ、「長寿命化計
画」に基づき、建替団地の計画を検討する必要がある。ま
た、建替の執行については、国の交付金の状況に影響され
る。

「長寿命化計画」に基づき、計画的に建替えをおこない、住
宅環境の整備に努める。

まち交街路整備事
業

都市計画課

計画区域内の幹線道路の整備や交通結節点機能の向上は
図られているが、幹線道路等に接続する枝線道路におい
て、歩行空間の確保がされていない区間や幅員狭小により
車輌の離合が困難な区間があることから、車輌の円滑な通
行や歩行者の安全確保が求められている。

街へのアクセス、街中を巡る道路機能の更なる強化と質の
改善に取組む必要がある。
国分中央地区の求心力の回復に向け、商業拠点として魅力
ある商業環境や賑わいの創出に向けたハード、ソフトの取り
組みを改めて実施する必要がある。

歩行者の回遊性の向上と快適な歩行者空間の整備によりま
ちとしての総合力・回遊性の向上を図る。
骨格道路の機能強化と市民生活に密着した道路の質の向
上を図る。

公園整備事業 都市計画課

　市民から、交流やふれあいの場として身近に利用できる公
園やレクリエーションなどを通じた健康増進の場として広く活
用できる公園など多様なニーズの公園整備が求められてい
る。

公園緑地の整備については、「緑の基本計画」に基づき、拡
充を図る必要がある。

　「緑の基本計画」に基づき、公園・広場等の適正な整備を
進める。

国分隼人地区公共
下水道終末処理場
及びポンプ場維持管
理事業

下水道課

家庭から排出された生活排水を微生物など自然の力で浄化
して、錦江湾に放流する国分隼人クリーンセンターと、下水
道管が地下深くにならないために、地表近くまで汲み上げて
再び自然流下させる施設の中継ポンプ及びマンホールポン
プの各種機器の運転操作、監視、保守点検、調整及び修繕
等の維持管理を行っている。施設の維持管理は業者に委託
して実施しており、現在、2系列で、汚水処理を行っている。

　国分隼人クリーンセンターは平成8年に供用開始しており、
既に20年を経過しようとしている。これまで定期的な日常点
検や修繕を実施してきたが、特にポンプ施設や脱水設備等
において経年的な老朽化が認められ、処理施設の機能に支
障をきたす可能性がある。
　また、処理区域の拡大による流入汚水量の増加に伴い、
近い将来、国分隼人クリーンセンターの現有汚水処理能力
を超過する恐れがある。

　今後も引き続き、定期的な日常及び月例点検などを行い、
処理施設の機能維持が図れるよう継続的に維持管理を実
施していく。また、下水道長寿命化計画に従い、適切な点
検・診断等を行い健全な施設を維持し、長寿命化を推進す
る。さらに、予防的な補修に取り組み、ライフサイクルコスト
（建設・維持管理・更新の総費用）の縮減・平準化を図り、併
せて新技術等を導入し、維持管理業務の効率化を図る。
　また、処理区域の拡大に伴う流入汚水量の増加に対応す
るため、水処理施設を増設の着実な進捗を図る。
　さらに、維持管理費を抑制するため包括的民営委託等の
可能性を検討する。

100 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

③暮らしやすいまちを
形成するための基盤
整備やインフラ等の維
持管理の推進

・暮らしやすいまちづくりに寄与する既
存施設や道路をはじめとする土木イン
フラの効率的な整備や維持・管理の推
進
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現状 課題

総合戦略の該当箇所 関連事業 総合戦略と関連事業の整理

現状と課題
今後の方針等 備考No

基本
目標

基本的な方向性 具体的な施策 想定される取組 関連事務事業等 担当課名

101 Ⅳ
④環境と調和したまち
づくりの推進

③暮らしやすいまちを
形成するための基盤
整備やインフラ等の維
持管理の推進

・多様な都市機能を備えた中心市街地
の形成や幅広い世代が集うアミューズ
メント機能を持った都市空間づくりの推
進

中心市街地活性化
事業

都市計画課
商工振興課

中心市街地では、商店数が減少する傾向にあり、空き店舗
も散見されることなどから、商店街は活性化していないと思
われる。

中心市街地を活性化させていくため、各地域の特性を十分
に考慮し、商店街・事業所周辺において、賑わいや活力ある
街並み整備に取り組む必要がある。
中心市街地はもとより、市内商店街の活性化を促進するた
め、各通り会の特色を生かしたまちづくりを進める必要があ
る。

買い物客の回遊性向上のため、中心市街地整備を行うほ
か、街なか居住を促進するための取組や少子高齢化に対応
した関連施設と連携したまちづくりを進める。
各通り会の特色を生かしたまちづくりを推進するため、イベ
ント事業や街路灯の設置など施設整備事業に対し、支援を
行う。
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